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築
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よ
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築
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○
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度
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…
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港
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付
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…
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日
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局
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…
…
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…
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○
令
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七
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…
…
…
…
…
…
…
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
宮
益
坂
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立

を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

宮
益
坂
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
四
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
及
び
渋
谷
二
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
十
二
番
一
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
四
月
三
十
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

組
合
事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所

に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報
に
掲
載
し
て
こ
れ
を

行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
四

月
四
日

国
立
市
東
一
丁

目
十
番
三
十
九

の
一
部

延
長

〇
・
二
五

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
三
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

塩
浜
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

江
東
区
塩
浜
二
丁
目
十
番

中
層
耐
火

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸



（第18295号）東 京 都 公 報令和7年4月30日（水曜日）３



令和7年4月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第18295号） ４



（第18295号）東 京 都 公 報令和7年4月30日（水曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
五
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

村
山
ア
パ
ー
ト

（
１１４５
号
棟
）

武
蔵
村
山
市
緑
が
丘
千
四
百
六
十

番
地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

二
五
、
八
〇
〇
円

七
三
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
〇
、
二
〇
〇
円

八
五
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
五
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
七
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
二
、
九
〇
〇
円

一
二
二
、
〇
〇
〇
円

村
山
ア
パ
ー
ト

（
１１４６
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

七
二
戸

二
五
、
八
〇
〇
円

七
三
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

三
〇
、
二
〇
〇
円

八
五
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

三
五
、
七
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
〇
〇
〇
円

一
二
二
、
四
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

要
町
二
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

豊
島
区
要
町
二
丁
目
十

四
番

三
区
画

上
石
神
井
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

練
馬
区
石
神
井
台
四
丁

目
五
番

一
一
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

梅
田
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

足
立
区
梅
田
三
丁
目
二

番

一
四
区
画

村
山
ア
パ
ー
ト
（
１１４１
〜

１１４６
）
駐
車
場

武
蔵
村
山
市
緑
が
丘
千

四
百
六
十
番
地

五
四
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
立
川
青
梅
線

二

指
定
す
る
区
間

昭
島
市
大
神
町
三
丁
目
六
百
五
番
一
地
先
か

ら
同
市
田
中
町
一
丁
目
二
千
二
百
二
十
七
番

十
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
亀
戸
中
央
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
七
年
五
月
一

日

東
京
都
立
善
福
寺
川
緑
地

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
五
月
一
日
限
り
で
次
の
港

湾
施
設
の
供
用
を
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

構
造

所
在
地

野
積

場

十
号
ふ
頭

三
号
上
屋

背
面
野
積

場

一
級

四
、
四
七

四
平
方
メ

ー
ト
ル

ア
ス
フ

ァ
ル
ト

コ
ン
ク

リ
ー
ト

舗
装

江
東
区
有
明
四

丁
目

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

野
積

場

フ
ェ
リ

ー
ふ
頭

Ａ
野
積

場

一
〇
、
九

九
六
・
六

七
平
方
メ

ー
ト
ル

一
四
、
二

九
二
・
三

九
平
方
メ

ー
ト
ル

江
東
区
有
明

四
丁
目
十
五

番
二

令
和
七

年
五
月

一
日

同
右

フ
ェ
リ

ー
ふ
頭

Ｂ
野
積

場

一
九
、
一

六
八
・
六

七
平
方
メ

ー
ト
ル

二
一
、
〇

二
八
・
九

七
平
方
メ

ー
ト
ル

同
右

同
右
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正

誤

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
交
通
局
規
程
第
十
号

増
刊
３０
六
ペ
ー
ジ
下
段
後
ろ
か
ら
九
行
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

第
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

増
刊
３１
六
ペ
ー
ジ
下
段
後
ろ
か
ら
四
行
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号

増
刊
３２
七
ペ
ー
ジ
上
段
後
ろ
か
ら
十
一
行
目
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
四
十
条
の
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

た
だ
し
、
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
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